
理容・美容業務委託仕様書 
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１．業務種目 理容・美容業務 

 

２．所 在 地 熊本県合志市栄 3796 番地 

 

３．業務目的 

業務受託者は、入所者の安全安心な生活環境の保持のため理容・美容業務を行うこ

と。 

 

４．業務期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの期間。 

但し、土曜日、日曜日、祝祭日、12 月 29 日から１月３日を除く。 

 

５．業務時間 

８時 30 分から 17 時 15 分までの間とする。 

 

６．勤務場所 

福祉課理容室及び福祉課美容室、病棟及びセンターの国立療養所菊池恵楓園が指定

する場所とする。 

 

７．仕様 

（１）理容業務 

業務受託者は、指定する時間内に必ず３名を当園に常駐させること。 

①理容種別（調髪、丸刈り、カット等）は、利用者につき３週間サイクルを基本

とする。 

②理容種別のうち女性の顔剃りは、利用者につき２週間サイクルを基本とする。 

③病棟及び不自由者棟で理容業務を行う際は、利用者の部屋から理容室まで車椅

子等で送迎する。また、盲人や手足の不自由者が多いので、理容師も入所者の

介助に留意すること。 

（２）美容業務 

業務受託者は、指定する時間内に必ず１名を当園に常駐させること。 

①美容種別のうちカット、パーマ及び毛染めは、１ヶ月サイクルを基本とする。 

②カットやブロー以外の美容種別は完全予約制とする。 

③病棟及び不自由者棟で理容業務を行う際は、利用者の部屋から美容室まで車椅

子等で送迎する。また、盲人や手足の不自由者が多いので、美容師も入所者の

介助に留意すること。 

（３）共通事項 

①年１回の定期健康診断を受診し、園にその結果を報告するものとする。 

その結果により解除する場合もある。 
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②出勤簿及び業務日誌を作成すること。 

③業務に使用するタオル等は、清潔を保持し準備や洗濯をする。 

④常に、室内の清掃及び道具の清潔に努めること。 

 

８．注意事項 

（１）園で知り得た入所者個人情報、又は職員の個人情報については、園外に持ち出さな

いこと。違反した場合は、契約を解除する。 

（２）感染管理には十分注意を払うこと。 

（３）災害時においても継続し園の運営や入所者支援が可能であること。 

（４）園内で実施する研修会、災害訓練、防災訓練等にできる限り参加すること。 

 

９．引継事項 

受託者は、入札の結果等により受託者が変更される場合、園の運営に支障を来さ

ないよう新たな受託者に適切に引継を行うこと。 

 

10．履行体制 

（１）受託者は、契約に係る事務又は事業全部を一括して第三者に委託することはできな

い。 

（２）受託者は、再委託する場合には、支出負担行為担当官に再委託に係る承認申請書を

提出し、その承認を受けなければならない。また、再委託する場合は、受託契約金額に

占める割合は、原則２分の１未満とする。 

（３）受託者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者

（以下「再委託者」という。）の行為について、支出負担行為担当官に対し、すべての

責任を負うものとする。再委託に関する内容に変更が生じた場合には、受託者は、再委

託に係る変更承認申請書を支出負担行為担当官に提出し承認を受けること。 

（４）受託者は、再委託の相手方から、更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三

者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を支出

負担行為担当官に提出し、履行体制の把握に努めること。 

（５）受託者は、秘密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託者の責任を再委

託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、支出負担行為担当官に退出し、承認を受け

ること。 

 

11．利用者数 

   令和６年 11 月から令和７年 10 月まで（１年間）の理容・美容の利用者数です。 

   （１）理容業務 

    年間利用者数     1,346 人 

    １日平均利用者数（土・日・祝祭日及び 12 月 29 日～１月３日は除く） 

                         5.56 人／日 

    理容種別毎年間利用者数  ①調髪     385 人／年 

                 ②丸刈り     85 人／年 
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                 ③顔剃り   1,025 人／年 

                 ④カット    613 人／年 

                 ⑤シャンプー  302 人／年 

    理容種別１日平均利用者数 ①調髪     1.59 人／日 

                 ②丸刈り    0.35 人／日 

                 ③顔剃り    4.23 人／日 

                 ④カット    2.53 人／日 

                 ⑤シャンプー  1.24 人／日 

（２）美容業務 

    年間利用者数    681 人 

    １日平均利用者数（土・日・祝祭日及び 12 月 29 日～１月３日は除く） 

                           2.97 人／日 

    美容種別毎年間利用者数  ①パーマ       63 人／年 

                 ②ブローセット   700 人／年 

                 ③カット      243 人／年 

                 ④結髪        79 人／年 

                 ⑤シャンプー    773 人／年 

                 ⑥白髪染め     134 人／年 

    美容種別１日平均利用者数 ①パーマ      0.27 人／日 

                 ②ブローセット   3.05 人／日 

                 ③カット      1.06 人／日 

                 ④結髪       0.34 人／日 

                 ⑤シャンプー    3.37 人／日 

                 ⑥白髪染め     0.58 人／日 

 

本仕様書は、理容・美容業務の大要を示すものであり、本書に記載のない事項について

も委託者が当該理容・美容業務と認めた作業については、受託者は契約金額の範囲内で実

施しなければならない。 


